
 

 

 

 

 

 

‐法的サービスをすべての方へ‐  第２０号（平成２４年２月８日号） 

ニュース 

祝日の日数の根拠 

日本には、祝日といわれている
休みの日が、何日あるでしょうか。 
この祝日については、「国民の祝

日に関する法律」により、１５日と定
められています。その日は、次のと
おりです。 
元旦（１月１日）/成人の日（１月の

第２月曜日）/建国記念の日（２月１１
日）/春分の日（春分日で年により違
いますが今年は３月２０日）/昭和の
日（４月２９日）/憲法記念日（５月３
日）/みどりの日（５月４日）/こどもの
日（５月５日）/海の日（７月の第３月
曜日）/敬老の日（９月の第３月曜日）
/秋分の日（秋分日で年により違いま
すが今年は９月２２日）/体育の日（１
０月の第２月曜日）/文化の日（１０月
３日）/勤労感謝の日（１１月２３日）、
天皇誕生日（１２月２３日） 

  

連休を作るために 

これらの祝日のうち、第２あるい
は第３月曜日と定められているの
は、連休にするためにそのように定
められています。 
また、同じく連休にするために、

祝日が日曜日に当たるときには、
その日後において最も近い日が休
日となるとされています。したがっ
て、今年は、１月１日の元旦、４月２
９日の昭和の日、そして１２月２３日
の天皇誕生日が日曜日ですから、
それぞれ翌日の月曜日が休日（い
わゆる振替休日）となります。 

法律で決めている意味 

このように、祝日が法律で定めら
れているのは、祝日は休日とされ、
会社や学校へ行かなくてもよい日と
なり、官公庁が休みになり、銀行の
窓口は営業せず、その日が市や県
に色々な書類を提出しなければな
らない最終日である場合には、翌
日に延期されるためです（翌日が休
日の場合はその翌日）。 
ところで、７月（新盆）あるいは８

月（旧盆）の１５日前後に盆休みと
して、仕事を休むことがあります
が、これは慣習によるものであっ
て、法律で決まっているわけではあ
りません。したがって、官公庁や銀
行は平常どおり開いています。 

各国により祝日も様々 

祝日は、各国によって異なりま
す。とりわけ、宗教上の祝日につい
ては、欧米と中近東で異なっていま
す。例えば、イスラム教徒が多い中
近東では、２月４日を預言者誕生日
として、キリスト教徒が多い欧米で
は、１２月２５日をクリスマスとして、
祝日にしている国が比較的多いよ
うです。また、１月１日について、新
年ということでイスラム教国でも祝
日にしている国が多いようです。 
なお、祝日について、日本では、

全国一律に同じ日ですが、アメリカ
やドイツは、州によって異なる日が
あります。        （二國則昭） 

   

平成２４年２月の 
講演会のご案内 

●「法律講演会～生前契約～」 

２月２２日（水）１３時３０分～１５時
／講師：当事務所弁護士定者吉人
／参加無料／定員１５人（先着順）
／講演場所＆申込＆問合せ先：広
島市真亀公民館 TEL：０８２－８４２
－８２２３ 
 

●「広島弁護士会消費者問題対策

委員会３０周年記念講演会 

～高齢者と悪徳商法～」 

２月２６日（日）１３時３０分～１６時
（１３時開場）／報告や講演のほ
か、弁護士劇団「消費者一座」によ
る劇もあります／参加無料・予約不
要／場所：広島ＹＭＣＡ国際文化ホ
ール／主催＆問合せ先：広島弁護
士会 TEL：０８２－２２８－０２３０ 

当事務所の本所の弁護士に相談するには、平日の９時～１８時の間に、お電話（０８２－５１１－７７７２）で予約

して下さい。相談日時は、原則として、平日の９時～１７時半、土曜日の１３時～１５時半です。 

当事務所では、尾道支所（TEL:０８４８－２１－００４５）と大竹支所（TEL:０８２７－５４－１２２２）を開設しており、

支所周辺のご相談も積極的に受け付けていますので、お電話で予約して下さい。 

詳細は、ホームページでご確認下さい。 http://www.hiroshima-mirai.com/ 

所属弁護士：二國則昭、定者吉人、紅山綾香、見之越常治、半澤茜、丸亀日出和、成廣貴子（尾道支所）、滑川和也（大竹支所） 

 

法律プチ★クイズ 

長年浮気をしていた夫から、離婚
を求められた場合、離婚に応じなけ
ればならないのでしょうか。正解は
次号で発表します。 
前号のクイズの正解ですが、そ

の年によって日にちが変わる祝日
は、年間６日です。したがって、正
解は、ウ（６日）になります。前記記
事も参考にしてください。 

  

 

ニュース 


